
 二中地区（第二）まちづくり調査 

業務に係る公募型プロポーザル実施要領 
  

以下のとおり二中地区（第二）まちづくり調査業務の企画提案を公募により広く募集する。

業務の目的を達成するうえで有効な提案を募り、最良な提案を選定するため、プロポーザル

の実施に必要な事項を定める。  

 

１ 業務の趣旨・目的                                

二中地区土地区画整理事業は昭和 45 年に区域決定され、昭和 62 年から区域を４分割し、

順次施行しているが、二中地区（第二）のみ現在未施行となっている。地域住民の高齢化及

び人口減少が進み、建物の老朽化や交通インフラの未整備による居住環境や防災上の安全性

が課題となっている。また、中央前橋駅や中心市街地と隣接していて、都市機能誘導区域及

び居住誘導区域としての役割を果たすことが求められている。 

このことをふまえ、本業務は二中地区（第二）土地区画整理事業の事業化に向け、居住環

境の向上、災害防止及び宅地利用の促進を図るため、まちづくりの方向性を定めることを目

的とする。 

２ 業務の内容                                   

業務内容の詳細は、「別紙１ 二中地区（第二）まちづくり調査業務仕様書（案）」を参照

すること。 

３ 予算額                                     

１０,０００,０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※これを上限とし、提案の内容に係らず、この上限額を超える提案は受け付けない。 
４ 履行期間                                     

契約締結日から令和８年２月２７日まで（予定） 

本業務は債務負担行為に係る契約とする。 

５ 応募資格                                    

次に掲げる条件をすべて満たし、業務を安定的・円滑に実施できることとする。 

（１） １つの事業者が単独（以下、「単独事業者」という。）で応募する場合は、(２)のイ

及びウの双方を満たすことを条件とする。 

（２）複数の事業者でグループを構成して（以下、「コンソーシアム」という。）応募する

場合は、以下、ア～キの全ての条件を満たすこととする。 

 ア コンソーシアムを構成する事業者（以下、「構成事業者」という。）のうち、１者が

代表事業者として本市に届け出ることとし、本プロポーザルへの申請以降の手続き

は代表事業者が行うこと。 

イ 構成事業者のうち１者以上は、群馬県内に、本社若しくは本店又は本市との契約にあ

たり委任先として登録している支社若しくは支店（営業所、事務所を含む。）を有す

る者であること。 

ウ 構成事業者のうち 1者以上は、前橋市測量、建設コンサルタント業務等競争入札参加



資格審査申請を行い入札参加資格の認定を受け、業種区分は「土木関係建設コンサル

タント業務」のうち部門「都市計画及び地方計画」及び「道路」に登録されている者

であること。 

エ 構成事業者は、法人格を有している者であること。 

オ 単独事業者が他のコンソーシアムの構成事業者として参加することはできない。 

カ コンソーシアムで参加した構成事業者が、他のコンソーシアムの構成事業者として参

加することはできない。 

 キ 構成事業者は、コンソーシアム協定書を締結すること。 

（３）コンソーシアム及び単独事業者に共通する条件 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者であること。 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定による本市の入札参加制限を受 

けていない者であること。 

ウ 前橋市暴力団排除条例（平成２３年前橋市条例第３８号）に規定する暴力団員等（地 

方自治法施行令第１６７条の４第１項第３号の規定に該当する者を除く。）でないこ 

と。 

エ 企画提案募集に係る公告の日から受託者候補の特定の日までの期間に、前橋市物品 

の製造等業者指名停止措置要綱第２条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要 

綱第２条の規定による指名停止期間中の者ではないこと。 

また、本市の入札参加資格を有しない者にあっては本企画提案募集に係る公告の日か 

ら受託者候補の特定の日までの期間に、指名停止の措置要件に該当する行為を行って 

いない者であること。 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始又は民事再生法（平 

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（会社更生法 

第１９９条第１項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第１７４条第１項の 

規定による再生計画の認可がされている者を除く。）でないこと。 

 カ 国税及び地方税を滞納しているものでないこと。 

６ 技術者要件                                   

  本業務に配置する主任技術者、照査技術者は、以下の（１）～（４） 

の要件を満たしている者とする。 

（１）主任技術者 

  主任技術者は、仕様書等に基づき、各担当者を取りまとめ、監督員と打合せ協議を行い、 

本業務を遂行する上で、技術上の管理を行うために必要な能力と経験を有する技術者であ  

り、次の全てに該当するもの。 

  ア 技術士（建設部門又は総合技術監理部門：都市及び地方計画）の資格を有する者 

  イ 土地区画整理士の資格を有する者 

（２）照査技術者 
  照査技術者は、主任技術者と同等以上の資格保有者であること。 
（３）その他留意事項 



ア 主任技術者と照査技術者は、兼務することはできない。 

イ 主任技術者及び照査技術者は所属事業者と参加意向申出書提出のあった日以前に

３か月以上の直接的な雇用関係にあること。 

７ スケジュール                                     

プロポーザル公告日               １１月 ５日（火） 

実施要領等の公表                １１月 ５日（火） 

実施要領等に関する質問の受付期限        １１月１３日（水）１７時必着 

実施要領等に関する質問の回答日         １１月１９日（火） 

参加意向申出書提出期限             １１月２２日（金）１７時必着 

企画提案書等提出期限              １２月１０日（火）１２時必着 

第一次審査（書類）結果通知           １２月１８日（水） 

第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）  １２月２６日（木）（予定） 

第二次審査結果通知・優先交渉者の決定       １月１０日（金）（予定） 

業務契約締結・審査結果の公表           優先交渉者と協議が整い次第 

 ※上記のスケジュールは変更となる可能性がありますのでご了承ください。 

８ 実施要領等の配布                                   

（１）配布期間 令和６年１１月 ５日（火）～令和６年１１月２２日（金）１２時まで    

（土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除く。） 

（２）配布方法 ア 前橋市役所 都市計画部 区画整理課（市庁舎９階）で配布 

         ※配布時間は８時３０分～１７時１５分 

（ただし、最終日は８時３０分～１２時まで） 

       イ 前橋市ホームページからダウンロード 

        「ホーム＞産業・ビジネス＞入札・契約情報＞プロポーザル」を参照 

９ 応募の手続きに関する事項                               

本プロポーザルに応募する者は、次のとおり参加意向申出書及び企画提案書等を提出する

こと。 

（１）参加意向申出書について 

  参加意向申出書提出時点で、応募資格をすべて満たしていない場合でも、企画提案書等 

提出時に応募資格をすべて満たしていることを条件に、参加意向申出書の提出を認める。 

なお、企画提案書等提出時に応募資格をすべて満たしていることが確認できない場合は、 

本プロポーザルへの参加を認めない。 

ア 受付期間  令和６年１１月５日（火) ～令和６年１１月２２日(金)１７時必着 

イ 提出場所  前橋市役所 都市計画部 区画整理課 換地係（市庁舎９階） 

ウ 提出方法  持参又は郵送、電子メールにより提出 

          ①持参の場合 

         ８時３０分から１７時必着とすること。 

（土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除く。） 

          ②郵送の場合 



           一般書留または簡易書留のいずれかの方法とし、受付期間内に必 

着とすること。 

          ③電子メールの場合 

           「１７ 提出先・問い合わせ先（事務局）」に記載のメールアドレ 

ス宛てに送付し、受付期間内に必着とすること。 

           なお、件名は「二中第二プロポ 参加意向申出書」とすること。 

          ※②、③の場合は、確認のため事前に事務局まで電話をすること。 

  エ 提出書類  「１２ 提出書類 番号１」 

  オ 提出部数  正本１部 

（２）応募資格確認書類について 

  応募資格確認書類は、企画提案書等と併せて提出すること。 

 ア 提出書類  ①コンソーシアムの場合、「１２ 提出書類 ２～８」 

         ②単独事業者の場合、「１２ 提出書類 ２」 

 イ 提出部数  正本１部 

         ただし、コンソーシアムの場合は「１２ 提出書類２～７」について 

         構成事業者ごとに１部、提出すること。 

（３）企画提案書等の提出書類について 

ア 受付期間  令和６年１１月５日（火）～令和６年１２月１０日（火）１２時必着 

イ 提出場所  前橋市役所 都市計画部 区画整理課 換地係（市庁舎９階） 

ウ 提出方法  持参又は郵送により提出 

        ※電子メールによる提出は受理しません。 

        ①持参の場合 

         ８時３０分から１７時必着とすること。 

※最終日は８時３０分から１２時必着とすること。 

（土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除く。） 

          ②郵送の場合 

           一般書留または簡易書留のいずれかの方法とし、受付期間内に必着 

とすること。 

           また、確認のため事前に事務局まで電話をすること。 

エ 提出書類  「１２ 提出書類 番号９～１３」 

オ 提出部数  正本１部 副本５部 

        ①A４版フラットファイルに左綴じし、提出書類番号順にまとめ、提

出すること。 

          ②正本は、表紙と背表紙に、業務名と提案者名（コンソーシアムの場

合は、コンソーシアム名）を記入すること。 

          ③副本は社名や社名等が特定できる表現は一切削除すること。 

カ 留意事項  企画提案書及び提案見積書の作成にあたっては、別紙２「企画提案書

等作成上の留意事項」を参照すること。 



１０ 質問受付及び回答について                            

実施要領等に関する質問については以下のとおりとする。 

  ア 受付期間 令和６年１１月５日（火）～令和６年１１月１３日（水）１７時必着 

  イ 提出場所 前橋市役所 都市計画部 区画整理課 換地係（市庁舎９階） 

ウ  提出方法  質問票（様式第８号）に質問事項を記入し、電子メールで提出すること。

その際、受信確認のため事前に事務局まで電話をすること。 

  エ 回答方法 応募者の提案内容に関わるもの等を除く、回答は質問者の氏名等を伏せ

たうえで、随時、前橋市ホームページにて公表する。 

なお、すべての質問の回答内容は令和６年１１月１９日（火）までに、

前橋市ホームページにて公表する。 

                  「ホーム＞産業・ビジネス＞入札・契約情報＞プロポーザル」を参照 

１１ 審査方法について                                  

提出された書類に基づき、第一次審査を実施する。その後、企画提案に関するプレゼンテ

ーション・ヒアリングによる第二次審査を実施し、その結果最も優れた企画提案を提出した

者を、契約の優先交渉者として決定し、交渉を行う。なお、応募者が１者の場合でも本審査

は行うこととする。 

（１）第一次審査（書類） 

提出書類の内容で審査を行い、上位者を第二次選考の対象とする。なお、応募者数に

関わらず、内容評価点のうち、得点が４５％未満の場合は、第二次審査の選考対象

から除外する。 

第一次審査の結果通知は、令和６年１２月１８日（水）までに電子メールにて各応募

者へ通知する。なお、審査の経緯及びその内容については公表しない。また、審査結果

についての異議申し立てについては受け付けない。 

（２）第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 

 ア 実 施 日 令和６年１２月２６日（木）（予定） 

 イ 実施場所 中央公民館（群馬県前橋市本町２丁目１２－１ 前橋プラザ元気２１） 

        ※詳細な時間、場所については別途通知する。 

 ウ 実施時間 １者につき３０分程度 

        （プレゼンテーション１５分以内、ヒアリング１５分程度） 

 エ 出 席 者 ①１者につき、５名以内とする。 

        ②主任技術者となる予定の者は原則、出席すること。 

   オ 留意事項 ①プレゼンテーションは提出した企画提案書等の内容を基に行うもの

とし、当日の追加提案や追加資料の配布は認めません。 

②プロジェクター・スクリーンを使用する場合は予め市に申し出ること。 

          ③PC を使用する場合は、各者で持参すること。 

          ④第二次審査は個別に行い、非公開とする。 

（３）選定方法 

ア 選定は、市職員及び自治会長等で構成される「二中地区（第二）まちづくり調査



業務委託事業者選定審査委員会」を設置し、企画提案内容と提案見積価格の評価

を合算した総合評価にて選定する。 

イ 本業務の選定審査委員は以下のとおり 

     ・城東町四丁目自治会 会長 

     ・城東町五丁目自治会 会長 

     ・二中地区（第一）土地区画整理審議会 会長 

・前橋市都市計画部 部長 

     ・前橋市未来創造部 部長 

   ウ 評価は「内容評価」及び「価格評価」、「プレゼン・ヒアリング評価」を行

い、最も評価の高い提案者が優先交渉権を得るものとする。ただし、交渉の

段階で不調に帰した場合は、次点提案者と交渉を行うこととする。 

エ 「内容評価点」は、提出された書類により評価する。 

オ 「プレゼン・ヒアリング評価点」は、プレゼンテーション及びヒアリングに

より評価する。 

   カ 「評価補正点」とは、特出すべき評価がある場合に行なう補正点である。 

キ 最も高い評価点の者が複数いる場合は、内容評価点の最も高い者を優先交渉者と

する。内容評価点も同点の場合は、提案見積額の最も低い者を優先交渉者とする。 

 

 

（４）評価項目 

 評価項目 最大配点 評価の視点 

第 

一 

次 

審 

査 

内 

容 

評 

価 

点 

業務実 

施能力 
５０点 

・技術者の役割分担が明瞭で、業務従事者間及び市との連絡調整が

速やかに行える信頼性の高い体制となっているか。 

・配置技術者について、相応の能力を有する資格や同種・類似業務

実績をもつ技術者が配置され、本業務に適正に従事できるか。 

・提案者が同種・類似業務の実績で、高い技術力・発想力を活かし

た成果をあげているか。 

・業務量を的確に把握し、効率的な手順で無理なく充分な内容検討

が行えるスケジュールが示されているか。 

・前橋市及び当該地区周辺の状況に精通しており、地区状況につい

て理解しているか。 

業務の 

理解度 
３０点 

・二中地区（第二）周辺地区及び周辺地域の地域特性、交通状況、

開発動向等の現状や課題について理解しているか。 

・本市の上位・関連計画を理解し、本市における二中地区(第二)周

辺地区の位置付けの認識は的確か。 



企画 

提案 
120点 

・居住誘導区域に指定されている本地区の、居住環境向上、災害防

止及び宅地利用増進を図るためのまちづくり方針策定の検討プロ

セスと方向性が適正に提案されているか。 

・二中跡地を活用した市街地形成に向けた検討手法が提案されてい

るか。 

・地域住民等の意向の抽出及びまちづくり方針や設計内容への反映、

合意形成の方法等が適正に提案されているか。 

・提案を裏付ける類似実績などが明示されており、提案の実現可能

性が高いと想定されるものか。 

・企画提案書は、的確な図表や文書表現となっており、分かりやす

いか。 

価格評価点１０点 

価格評価点＝配点×（最低提案見積額÷提案見積額） 

ただし、最低提案見積額は７，５００千円を下限値とし、 

それを下回る提案見積であっても７，５００千円として評価する。 

 

第 

二 

次 

審 

査 

プレゼン・ 

ヒアリング

評価点 

80点 

・企画提案書の内容を充分かつ分かりやすくプレゼンできているか。 

・業務実績の経験、能力が確認できるか。 

・提案内容について、経験、能力の裏付けがあるか。 

・業務に取組む強い意志、積極性が感じられるか。 

・ヒアリングの応対から、信頼性・柔軟性が感じ取れ、円滑な業務

遂行 と成果が期待できるか。 

・わかりやすく、明確に、素早い対応が出来るか。 

評価補正点 １０点 ・特出すべき評価がある場合に行なう補正点 

（５）選定結果の通知及び公表 

   第二次審査の選定結果は、令和７年１月１０日（金）（予定）に第二次審査の参加者

へ文書により通知する。 

また、優先交渉者の決定について前橋市ホームページ（ホーム＞産業・ビジネス＞入

札・契約情報＞プロポーザル）にて公表する。 

なお、審査結果についての異議申し立てについては受け付けない。 

 

 

 

 

 

１２ 提出書類                                      



 （１）提出書類について 

次の書類を提出すること。 

ただし、企画提案書等提出時点で前橋市の入札参加資格を有している者は、番号３～

７の書類を不要とする。 

番 号 提 出 書 類 名 備   考 

１ 参加意向申出書 ・様式第 1号を使用すること。 

２ 誓約書 ・前橋市の入札参加資格を有している者は、様式第２－１号、

有していない者は、様式第２－２号を使用すること。 

３ 事業者の概要 ・沿革や事業分野等が分かるもの（会社のパンフレット等）

を提出すること。 

４ 登記事項証明書（原本） ・法務局で発行する現在事項証明書または履歴事項証明書 

・発行後３ヶ月を超えないもの 

５ 法人税、消費税及び 

地方消費税納税証明書（原本） 

・税務署発行の「その３の３（未納の税額がないことの証明）」 

様式 

・発行後３ヶ月を超えないもの 

６ 完納証明書（原本） 

または 

納税証明書（原本） 

・次の証明書を提出すること。 

（発行後３ヶ月を超えないもの） 

なお、納税証明書を提出する場合は直近１か年分を提出す 

ること。 

ア.前橋市で課税がある場合（前橋市に本店・支店・営業所・

事務所等がある場合等） 

前橋市が発行する完納証明書 

イ.上記以外の場合 

本店所在地の市町村等が発行する完納証明書又は法人市

町村税の納税証明書 

ただし、本店所在地が東京２３区内の場合は、都税事務

所が発行する法人住民税納税証明書 

７ 直近の決算に係る財務諸表

（直近２か年分） 

・貸借対照表及び損益計算書の写し（様式任意） 

８ コンソーシアム協定書の写し ・コンソーシアムの場合のみ提出すること。 

・協定書は国土交通省の「建設コンサルタント業務等におけ

る共同設計方式の取扱いについて（平成 10 年 12 月 10 日）」

の別紙１「○○共同体協定書」に準拠して作成すること。 

９ 企画提案書 ・コンソーシアムは様式第３－１号、単独事業者は様式第３

－２号を使用すること。 

１０ 業務実績調書 ・様式第４号を使用すること。 

・コンソーシアムの場合は、構成事業者ごと提出すること。 

・記載した業務実績の契約書の写しを添付すること。 



１１ 業務体制表 ・様式第５号を使用すること。 

１２ 担当者実績調書 ・記載した業務実績の契約書の写しを添付すること。 

・様式６号を使用し、主任技術者及び照査技術者は、同種ま

たは類似業務実績を示す資料（主任技術者通知書や照査技

術者通知書等、携わった業務における当該担当者の役割が

分かるもの、コピー可）を審査の参考資料として添付する

こと。 

１３ 提案見積書 ・コンソーシアムは様式第７－１号、単独事業者は様式第７

－２号を使用すること。 

・提案見積内訳書（様式任意）を添付すること。 

１４ 質問票 ・様式第８号を使用すること。 

１５ 参加辞退届 ・様式第９号を使用すること。 

※ 提出書類チェックリスト ・企画提案書等提出時に併せて、提出すること。 

 （２）提出書類の取扱いについて 

ア 提出書類の差し替え、修正、追加等は認めない。ただし、選定審査委員会からの

要請があったものについてはこの限りではない。 

イ 提出書類は返却しない。 

ウ 提出書類は必要な範囲において複製を作成することがある。 

エ 選定に係る公表等を行う場合に、企画提案書等の内容を全部または一部を使用す

る場合がある。 

オ 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合は無効とする。 

１３ 契約                                      

（１）企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び金額

は前橋市との交渉により決定する。 

（２）優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次点提案者と交渉する場合がある。 

（３）本業務により作成された成果品に関するすべての権利は前橋市に帰属する。 

（４）本業務は、地方自治法第２１４条の規定による債務負担行為に基づく契約である。 

（５）契約保証金 有り 

    （別紙「契約保証金の納付について」を参照してください。） 

１４ 失格事項                                   

（１）実施要領に違反した場合 

（２）提出書類に虚偽または不正の記載があった場合 

（３）選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 

（４）正当な理由なくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった場合 

（５）公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が発生した場合 

（６）その他、公正を欠いた行為があったと認められた場合 

 

 

１５ 留意事項                                    



（１）本プロポーザルに係る一切の費用は提案者の負担とする。 

（２）採用された提案書等の著作の使用権は前橋市に譲渡する。 

（３）提出された提案書等は、前橋市情報公開条例に基づき、公開することがある。 

（４）本実施要領に定めるもののほか、必要な事項については事務局が定める。 

１６ その他                                      

参加の辞退について 

   参加意向申出書提出後、辞退する場合は参加辞退届（様式第９号）を使用し、前橋市

都市計画部区画整理課換地係へ持参または郵送により提出すること。参加辞退は自由で

あり、辞退しても以後における不利益な扱いはない。 

１７ 提出先・問い合わせ先（事務局）                           

 

〒３７１－８６０１ 

  群馬県前橋市大手町二丁目１２－１ 

  前橋市 都市計画部 区画整理課 換地係 担当：永塚・尾崎 

  電話番号 ０２７－８９８－６９１３（直通） 

  F A X ０２７－２２１－２３６１ 
  Email： kukakuseiri@city.maebashi.gunma.jp 


